
1 

北上市体育施設規則及び北上総合運動公園体育施設規則の一部を改正する規則 

 

（北上市体育施設規則の一部改正） 

第１条 北上市体育施設規則（平成３年北上市規則第66号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

北上市体育施設規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北上市体育施設条例（平成３年北上市条

例第83号。以下「条例」という。）の実施に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（使用申請） 

第２条 条例第５条第１項又は第２項の規定により、体育施設

の使用許可又は使用変更許可を受けようとする者は、体育施

設使用（使用変更）申請書（様式第１号。以下「申請書」と

いう。）により市長の許可を受けなければならない。 

 

２ 許可の申請は、体育施設を使用しようとする日の２月前か

ら５日前までの間に提出しなければならない。ただし、市が

主催若しくは共催するもの若しくは体育団体等がスポーツ大

会で使用する場合、又は市長が管理上支障がないと認めると

きは、この限りでない。 

３ 条例第２条に規定する施設のうち、次の施設の使用に係る

許可の申請は、前項本文の規定にかかわらず、体育施設を使

     北上市スポーツ施設規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北上市スポーツ施設条例（平成３年北上

市条例第83号（以下「条例」という。）の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（使用申請） 

第２条 条例第５条第１項又は第２項の規定により、スポーツ

施設の使用許可又は使用変更許可を受けようとする者は、ス

ポーツ施設使用（使用変更）申請書（様式第１号。以下「申

請書」という。）により市長の許可を受けなければならない

。 

２ 前項の規定による申請は、スポーツ施設を使用しようとす

る日の２月前から５日前までの間に提出しなければならない

。ただし、市が主催若しくは共催するもの若しくはスポーツ

団体等がスポーツ大会で使用するとき又は市長が管理上支障

がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 条例第２条に規定する施設のうち、次の施設の使用に係る 

許可の申請は、前項本文の規定にかかわらず、スポーツ施設
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用しようとする日の３月前から５日前までとする。 

［略］ 

４ ［略］  

（使用の許可及び不許可） 

第３条 市長は、体育施設の使用又は使用変更を許可したとき

は、体育施設使用（使用変更）許可書（様式第２号。以下「

許可書」という。）を交付する。ただし、許可しないときは

、申請者にその旨を通知する。 

（使用者の義務） 

第６条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復

し、市長に体育施設使用終了の届出をしなければならない。 

 

（使用の指示等） 

第８条 体育施設の使用許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）は、体育施設の使用に当たっては、係員の指示に従わ

なければならない。 

２ ［略］ 

（指定管理者の業務） 

第10条 条例第18条第１項第４号に定める業務は、次のとおり

とする。 

(1) ［略］ 

(2) その他体育施設の管理に関し市長が定めるもの 

２ 条例第15条第１項の規定により体育施設の管理を指定管理

を使用しようとする日の３月前から５日前までとする。 

［略］ 

４ ［略］ 

（使用の許可及び不許可） 

第３条 市長は、スポーツ施設の使用又は使用変更を許可した

ときは、スポーツ施設使用（使用変更）許可書（様式第２号

。以下「許可書」という。）を交付する。ただし、許可しな

いときは、申請者にその旨を通知する。 

（使用者の義務） 

第６条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復

し、市長にスポーツ施設使用終了の届出をしなければならな

い。 

（使用の指示等） 

第８条 スポーツ施設の使用許可を受けた者（以下「使用者」

という。）は、スポーツ施設の使用に当たっては、係員の指

示に従わなければならない。 

２ ［略］ 

（指定管理者の業務） 

第10条 条例第18条第１項第４号に定める業務は、次のとおり

とする。 

(1) ［略］ 

(2) その他スポーツ施設の管理に関し市長が定めるもの 

２ 条例第15条第１項の規定によりスポーツ施設の管理を指定
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者に行わせるときは、第２条から第４条まで及び第６条から

第８条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読

み替えるものとする。 

様式第１号（第２条関係） 

北上市体育施設使用（使用変更）申請書 

［略］ 

北上市体育施設条例及び同規則の規定により施設使

用（使用変更）を許可されるよう申請します。 

 

年 月 日 

北上市長（指定管理者）様 

［略］ 

［略］ 

様式第２号（第３条関係） 

北上市体育施設使用（使用変更）許可書 

 ［略］ 

［略］ 

北上市体育施設条例及び同規則の規定により施設使

用（使用変更）を許可します。 

 

年 月 日 

北上市長          印  

（指定管理者         ㊞） 

［略］ 

管理者に行わせるときは、第２条から第４条まで及び第６条

から第８条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」

と読み替えるものとする。 

様式第１号（第２条関係） 

北上市スポーツ施設使用（使用変更）申請書 

［略］ 

様式第２号（第３条関係） 

北上市スポーツ施設使用（使用変更）許可書 

 ［略］ 

［略］ 

北上市スポーツ施設条例及び同規則の規定により施

設使用（使用変更）を許可されるよう申請します。 

 

年 月 日 

北上市長（指定管理者）様 

［略］ 

［略］ 

北上市スポーツ施設条例及び同規則の規定により施

設使用（使用変更）を許可します。 

 

年 月 日 

北上市長          印  

（指定管理者         ㊞） 

［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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（北上総合運動公園体育施設規則の一部改正） 

第２条 北上総合運動公園体育施設規則（平成25年北上市規則第37号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

北上総合運動公園体育施設規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、北上総合運動公園体育施設条例（平成25

年北上市条例第37号。以下「条例」という。）の実施に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（使用申請） 

第２条 条例第５条第１項又は第２項の規定により、体育施設

の使用許可又は使用変更許可を受けようとする者は、北上総

合運動公園体育施設使用（使用変更）申請書（様式第１号。

以下「申請書」という。）より市長の許可を受けなければな

らない。 

２ 前項の許可の申請は、体育施設を使用しようとする日の２

月前から５日前までの間に提出しなければならない。ただし

、市が主催若しくは共催するもの若しくは体育団体等がスポ

ーツ大会で使用する場合、又は市長が管理上支障がないと認

めるときは、この限りでない。 

３ ［略］ 

（使用の許可及び不許可） 

第３条 市長は、体育施設の使用又は使用変更を許可したとき

は、北上総合運動公園体育施設使用（使用変更）許可書（様

北上総合運動公園スポーツ施設規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、北上総合運動公園スポーツ施設条例（平

成25年北上市条例第37号。以下「条例」という。）の実施に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用申請） 

第２条 条例第５条第１項又は第２項の規定により、スポーツ

施設の使用許可又は使用変更許可を受けようとする者は、北

上総合運動公園スポーツ施設使用（使用変更）申請書（様式

第１号。以下「申請書」という。）により市長の許可を受け

なければならない。 

２ 前項の規定による申請は、スポーツ施設を使用しようとす

る日の２月前から５日前までの間に提出しなければならない

。ただし、市が主催若しくは共催するもの若しくはスポーツ

団体等がスポーツ大会で使用するとき又は市長が管理上支障

がないと認めるときは、この限りでない。 

３ ［略］ 

（使用の許可及び不許可） 

第３条 市長は、スポーツ施設の使用又は使用変更を許可した

ときは、北上総合運動公園スポーツ施設使用（使用変更）許
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式第２号。以下「許可書」という。）を交付する。ただし、

許可しないときは、申請者にその旨を通知する。 

（使用者の義務） 

第６条 使用者は、体育施設の使用に当たっては、係員の指示

に従わなければならない。 

２ ［略］ 

（指定管理者の業務） 

第９条 条例第19条第１項第４号に定める業務は、次のとおり

とする。 

(1) ［略］ 

(2) その他体育施設の管理に関し市長が定めるもの。 

２ 条例第16条第１項の規定により体育施設の管理を指定管理

者に行わせるときは、第２条から第４条まで及び第６条から

第８条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読

み替えるものとする。 

様式第１号（第２条関係） 

北上総合運動公園体育施設使用（使用変更）申請 

書 

［略］ 

北上総合運動公園体育施設条例及び同規則の規定に

より施設使用（使用変更）を許可されるよう申請し

ます。 

年 月 日 

［略］ 

可書（様式第２号。以下「許可書」という。）を交付する。

ただし、許可しないときは、申請者にその旨を通知する。 

（使用者の義務） 

第６条 使用者は、スポーツ施設の使用に当たっては、係員の

指示に従わなければならない。 

２ ［略］ 

（指定管理者の業務） 

第９条 条例第19条第１項第４号に定める業務は、次のとおり

とする。 

(1) ［略］ 

(2) その他スポーツ施設の管理に関し市長が定めるもの。 

２ 条例第16条第１項の規定によりスポーツ施設の管理を指定

管理者に行わせるときは、第２条から第４条まで及び第６条

から第８条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」

と読み替えるものとする。 

様式第１号（第２条関係） 

北上総合運動公園スポーツ施設使用（使用変更） 

申請書 

［略］ 

北上総合運動公園スポーツ施設条例及び同規則の規

定により施設使用（使用変更）を許可されるよう申

請します。 

年 月 日 

［略］ 
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北上市長（指定管理者）様 

［略］ 

様式第２号（第３条関係） 

北上総合運動公園体育施設使用（使用変更）許可 

書 

 ［略］ 

［略］ 

北上総合運動公園体育施設条例及び同規則の規定に

より施設使用（使用変更）を許可します。 

 

年 月 日 

北上市長          印  

（指定管理者         ㊞） 

［略］ 

北上市長（指定管理者）様 

［略］ 

様式第２号（第３条関係） 

北上総合運動公園スポーツ施設使用（使用変更） 

許可書 

 ［略］ 

［略］ 

北上総合運動公園スポーツ施設条例及び同規則の規

定により施設使用（使用変更）を許可します。 

 

年 月 日 

北上市長          印  

（指定管理者         ㊞） 

［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （北上市公契約規則の一部改正） 

２ 北上市公契約規則（平成30年北上市規則第42号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 

［略］ 

北上総合運動公園体育施設条例（平成25年北上市条例第37号

別表（第２条関係） 

［略］ 

北上総合運動公園スポーツ施設条例（平成25年北上市条例第
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）第２条に規定する施設 

［略］ 

  

37号）第２条に規定する施設 

［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


